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希少野生動植物種専門家科学委員会の設置について 

 
１．背景と目的 

・改正種の保存法（平成 29 年に改正・平成 30 年６月施行）において、国内希少野生動

植物種、国際希少野生動植物種、特定第一種国内希少野生動植物種及び特定第二種国

内希少野生動植物種の指定に係る政令の制定又は改廃にあたり、環境大臣は「中央環

境審議会」ではなく「野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者」の意見を聴

かなければならないとされた。 
・これを踏まえ、科学的知見を尊重した国内希少野生動植物の指定を推進するため、専

門の学識経験を有する者からなる「希少野生動植物種専門家科学委員会（以下、科学

委員会）」を設置する。 
 

平成 29 年度まで ⇒ 平成 30 年度以降 

中央環境審議会自然環境部会 

野生生物小委員会【公開】 

科学委員会に

衣替え 

「野生生物の種に関し専門の

学識経験を有する者」の意見

を聴く場（科学委員会）【公開】 

 
・意見聴取要領は別添のとおり。 
 

 
２．科学委員会委員（平成 30 年度） 

石井 信夫  （東京女子大学教授）   【専門：哺乳類】 
石井 実  （大阪府立大学理事）   【専門：昆虫類】 
尾崎 清明 （山階鳥類研究所副所長）   【専門：鳥類】 
角野 康郎 （神戸大学名誉教授）   【専門：維管束植物】 
白山 義久  （海洋研究開発機構特任参事）  【専門：海洋無脊椎動物】 
中静 透  （大学共同利用機関法人人間文化研究機構  

総合地球環境学研究所特任教授）  【専門：森林生態学】 
中村 太士 （北海道大学大学院農学研究院教授） 【専門：河川生態学】 
成島 悦雄 （（公社）日本動物園水族館協会専務理事） 【専門：域外保全】 
吉田 正人  （筑波大学大学院人間総合科学研究科教授） 【専門：保全生態学】 
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＜参考１＞絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（抜粋） 
第４条第７項 

環境大臣は、第三項から前項まで（国内種、国際種、特定第一種、特定第二種）の政

令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、野生動植物の種に関し専門の学識

経験を有する者の意見を聴かなければならない。 
 

＜参考２＞希少野生動植物種保存基本方針（抜粋） 

第二 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項 
６ 希少野生動植物種の選定に係る学識経験者の知見の活用 

国内希少野生動植物種、国際希少野生動植物種、特定第一種国内希少野生動植物種及

び特定第二種国内希少野生動植物種の選定に当たっては、その種の生態的特性などに関

し専門の学識経験を有する者の意見を聴く。また、緊急指定種の指定に当たっても、こ

れら学識経験者から意見を聴くよう努める。 
なお、これら学識経験者から、希少野生動植物種の選定に当たって当該種に関する個

体数回復の目標や必要な保存施策についての意見があった場合には、当該意見を踏まえ

た対応について、種の選定と併せて検討する。 
種の選定に関する検討経緯等は、対象種の存続に支障を来す場合等を除き、可能な範

囲で公開する。 
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく 

希少野生動植物種の選定に係る学識経験者からの意見聴取要領（案） 

 
 
                                                        環 境 省 

 

第１ 目的 

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75

号。以下「法」という。）第４条第７項及び法第６条第１項の規定による希少野

生動植物種保存基本方針に基づき、環境大臣が、国内希少野生動植物種、国際

希少野生動植物種、特定第一種国内希少野生動植物種及び特定第二種国内希少

野生動植物種の指定に係る政令の制定又は改廃に関する立案及びその他関連す

る事項について、野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者（以下「学

識経験者」という。）から意見を聴くために必要な事項を定める。 

 

 

第２ 学識経験者の選定 

 環境大臣が、野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者の中から選定

し委嘱する。 

 

 

第３ 意見聴取の手続について 

 国内希少野生動植物種、国際希少野生動植物種、特定第一種国内希少野生動

植物種及び特定第二種国内希少野生動植物種の選定に係る環境大臣による学識

経験者への意見聴取は、以下の手続により行うものとする。 

 

  １．環境大臣は、環境省自然環境局長に、委嘱した学識経験者からの意見を

聴取させる。 

   

  ２．環境省自然環境局長は、原則として、環境大臣から委嘱された学識経験

者によって構成される「希少野生動植物種専門家科学委員会」（以下「委員

会」という。）を開催し、意見の聴取を行う。ただし、緊急に国内希少野生

動植物種、国際希少野生動植物種、特定第一種国内希少野生動植物種及び

特定第二種国内希少野生動植物種の選定が求められる場合など、委員会形
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式による意見聴取が難しい場合には、委員会によらない意見聴取の形式に

よることができるものとする。 

   

  ３．意見の聴取に際しては、関係する専門家から得た情報や知見を活用する

とともに、必要に応じ、当該野生動植物の種の保全等に取り組む関係者又

は利用者等の関係者から得た情報や知見を検討するものとする。 

   

  ４．環境省自然環境局長は、委員会（２のただし書きに該当する場合は当該

意見聴取の形式）において集約された意見をもって、法第４条第７項の規

定に基づき聴取された学識経験者の意見とする。 

 

 

第４ 委員会の運営 

  １．座長 

    （１）委員会に、座長を置き、委員の互選により選任する。 

    （２）座長は、会務を総理する。 

    （３）座長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務

を代理する。 

   

  ２．委員会の公開 

    委員会の議事は、原則公開とする。 

   

  ３．事務局 

    委員会の事務局は、環境省自然環境局が務める。 

   

  ４．雑則 

    前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、座長が

委員会に諮って定める。 


